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… ……　 平 成 ２ １ 年 ２ 月 ２ ４ 日 付 け で 行 わ れ た 審 査 請 求 に つ い て 、
行 政 不 服 審 査 法 （ 昭 和 ３ ７ 年

法 律 第 １ ６ ０

∧　 匸 号 ） 第 ４ ０ 条 第 ３ 項 の 規 定 に
よ り

、
次 の と お り 裁 決 す る ．　　 ／　

∧　　　　
．　　　　

‥‥　 ‥ ‥

” ．　　　　　　　　　　
’･　　　　　　　　　　 ト　 コ　　　 ・ 主　　

し
し　　　　･ 文　　　　　　　I ’　1　　　　　　　　　　　.1

… …
…､
…

…

…

㎜･
り.i

、
平 成 ２ ０ 年 卜2 月2｡9 日 付 け で 齊

洫 牆 求 人 に 対 し 行
う

た 生 活
葆 護

φ 碑 却
下 処 分 は

、

辷

”̈ ‘”･ ’･･Ｉ’;　 ● ●●･● 
．　 ．．．．１●､．．．．．､． ． ．　’．．　　 、　　　　　　　　　　　

．　　　　　 Ｉ　　 ｀　 ．　　　　　 －　　　　　　　　 ゛　　 ’●　　 Ｉ　
．

＼　　 れ を 取 り 消 す
．　　　　　　　　　　　　　　　　　

レ　 一　　　　　　　
二　　　

｀

よ　　　 ‘．　　　　　
ノ　　　　

よ
事　　　　

ｙ
実　　　･ ．

、　 ｀　・　　　　　　　　 ・　　　　 ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
｀　　　 ｆ　　 ’　　　　　　 ● ｀　　　　　　　　　　　･

■　 １　　　　　　 １

（ 以 下= 「 処 分 庁 」 と い う ．
）･ は

、
平 成20 万年 １ ２ 月 ２ ９ 日

、
審 査 請 求 人 （ 以 下 「 請 求 人 」≒と

、　

㎜　　　　　　　

．･ ・ ．
． ・　　　　　 ．･ ・ ．･

い う
．
） に 対 し

、
生 活 保 護 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ４ 号

．
以 下

‘
（ 法 丿厂 と い う

．
） 第 ２ ４ 条 第 １ 項 の 規 定

＼ … …l こ･ よ り
、

生 劔 保 護 申 請 却 下 処 分 （ 以 下 「 原 処 分 」
と い う

．
） ‘ を 行 っ た

．　　　　　　 ・

ご　　　 ≒　 請 求 人 は
、

原 処 分 を 不 朖 と し て
、

平 成 ２ １ 年 ２ 月 ２ ４ 日
．

北 海 道 知 事 に 審 査 請 求 を 行 っ た
．

請 求 の 要 旨　　　　　 Ｉ　 ‘
．

．
く 請 求 人 は. 原 処 分 の 取 消 し を 求 め て

、
次 の と お り 主 張 し て い る ．　　　　　　　　･ ．　　　

十 八

稼 働 能 力 を 活 用 し て い な い と し て
、

申 請 を 却 下 さ れ た が 、
就 労 を 忌 避 し た こ と は な く 、 自

分 の 能 力

●　　
Ｉ　　　　　　　　 Ｉ　　　　　

｀、　　　　　　　　　　　　　　　 Ｓ　　　　　　　　　　 ●　　　　　　
・

を 活 か せ る 職 場 を 求 め て
求 職 活 動 を し て い た

．
ま た

、
急 迫 し て い た こ と は 明 ら か で あ り

、
却 下 は 違 法

●　　　 Ｉ　　　　　　　　　　　　　
｀　　 ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

＼　　　 ◇ で あ る
．　　　

／　　　　　　　　　　　　 ｉ･　　　　　
．　　　　　　　　　

●
●　　

．　　　　　　　　　･ Ｉ

卜　　　　　　　　　
’裁 決 の 理 由 ‥ ＼　　　　　　- ．　　　　　

ト

ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ミ　　 、　　　　　 卜　　　　　　　　　　

‥　　　　　
）

’　　
」　 本 件 に 関 し て は 次 の 事 実 が 認 め ら れ る ．　 ご　　　　　　　　　　　　　　　

｀

１ －
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２　 判 断　 ＼　　　　　 〉　　･･　 、　 ≒。　　　　 い い　　　　　 ≒　　　　　 ’｡

（1 ） 法 の 規 定 等 に つ ’い て　　　 厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼ご

。　　　　　　　　　　　１　　　　　　　１　　１ １　　　　　１　　　　　　　　　　　¶　　　　　　　¶　　¶
一 ア　 法 第 ４ 条 第 １ 項 は 、 保 護 は 、 生 活 に 困 窮 す る 者 が 、 そ の 利 用 しう る 資 産4 能 力 そ の 他 あ ら ゆ

るjも の､を 、 そ の 最 低 限 度 の 生 活 の 維 持 の た め に 活 用 す る こ と を 要 件 と し て 行 わ れ る と 定 めて お

り 、 こ の 「能 力 」 に は 要 保 護 者 の 稼 働 能 力 も 含 ま れ る と 解 さ れ る 。 ヶ　　　　･ 。　　　　　 卜

十 イ　 要 保 嶐 暑 に 稼 働 能 力 が あ る 場 合･に は 、 そ の 淪 働 能 力 を 最 低 限 度 の 生 活 の 維 持 の た め に 活 用 さ

Ｉ　　●　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　Ｉ

卜　 せ る こ と と さ れ て い る （生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 実 施 要 領 に つ い て （昭 和 ３ ６年 ４ 月 １ 日 付 けj

厚 生 省 発 社 第 １ ２ ３ 号 厚 生 事 務 次 官 通 知 。 以 下 「次 官 通 知 」 と い う｡ ） 第 ４ ）。卜

入　 ウ　 稼 働 能 力 を 活 用 し て い る か 否 か に つ い て 、「生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 実 施 要 領 に つ い て 」（ 昭

和 ３ ８ 年 ４ 月 １ 日 社 発 第2  4  6 号 厚 生 省 社 会 局 長 通 知 。 以 下 「局 長 通 知 」 と い う 。） 第 ４で は 、

① 稼 働 能 力 が あ る か 否 か 、 ② そ の 具 体 的 な 稼 働 能 力 を 前 提 と し て 、 そ の 能 力 を 活 用 す る 意 思 が

＞あ る か 否 か 、 ③ 実 際 に 稼 働 能 力 を 活 用 す る 就 労 の 場 を 得 る こ と が で き る か 否 か 、 に よ り 判 断 す

卜 る こ と と さ れ て い る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼　　　　　 づ 、

二　 ま た 、 上 記 ① な い し ③ の 判 断 は 、 次 によ り 行 う こ と と さ れ て い る 。　　 ゛

２ －
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①･ 稼 働 能 力があ る か 否 かの評 価 につ い て は､1 年 齢や 医 学的な 面 から の評 価 だけ で はなく 、 そ

の者 の有し て い る 資格 、 生活 歴･･ 職 歴等 を 把 握・ 分析 し、､そ れ ら を客 観 的か つ総 合的 に 勘案

'して 行 うこ と。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｊ

②　 稼 働 能 力を 活 用す る 意思 が あ るか 否 か の評 価 につ いて は 。 求職 状 況 報告 書等 により 本 人に

申 告 させ るな ど 、そ の者(う求 職 活 動 の実 施 状況 を 具体 的 に把 握し 、 そ の 者が ①で 評価 し た稼

働 能 力 を前 提 とし て 真摯 に 求職 活 動 を 行っ た かど う か を踏 まえ 行 う こと 。

③　 就 労の 場を 得 る こと がで き る か否 か の評 価 に つ いて は、① で 評 価 し た 本人 の稼 働能 力 を前

提 とし て 、 地域 にお け る 有効 求 人倍 率や 求 人内 容 等 の客 観的 な 情 報や 、 育児 や 介護 の必 要性

／ な ど そ の 者の就 労を 阻害 す る 要 因を ふ まえ て 行 うこ と。

工　 生活 保 護 申 請時 にお け る 助言 指 導 につ い ては 、 要 保護 者に対 し｢ 保 護 の受 給 要 件並び に保 護

を 受 け る 権利 と 保護 を受 け る こと に 伴っ て 生ず る生 活上 の義 務 及 び 届出 の 義 務等 につ いて 十分

●　　　　　　　　　　　　　･-　　　　　　．　Ｉ　　　　　１ １　　　　１　　　　　　　　　　　　　　　　　・
説明 のう え 適切 な指 導 を 行 うこ と｣ と さ れて お り( 局長通 知第 １ １ の 1濮)(!)) 、 ま た、局 長 通

ス知 第ｌ ｉ の １の(2) で は 、｢ 要保 護 者が 、 自ら の資 産 能力そ の他 扶 養、 他 法等 利 用し 得 る資源 の

卜　 ▽　
活 用 を 怠 り 又 は 忌 避 し て い る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 適 切 な 助 言 指 導 を 行 う も の と し4 要 保 護 者

、　　 ．　　 が こ れ に 従 わ な い と き は 、 保 鑼 の 要 件 を 欠 く も の と し て 申 請 を 却 下 す る こ と 」 と さ れ て い る ．◇髑

＼
閙
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…
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1

ﾔ
…
… 妣 分 前 よ 才

鷁
１ 年

乱1y
Ｈ け ９ ，

二 い Ｊ
鹹

お 、 畆 滉　 十

:
呎･T ダ

レ 請･ 求 人 は
肩 球

）龠1 12 ㈲ 呻 保 護 申 旆
羂

同 月 ２ 柿 の 原 処 分 時 ま で に､

㎜

ス　　　　　 利 用 し た 求 職 活 動 を ＝一度 し か 行 っ て お ら ず 、 真 摯 に 求 職 活 動 を 行 っ た と は 認 め ら れ ず 、－　　　　

‥　 ‥　　　　 ‥
ミ　　 稼 働 能 力 を 活 用 す る 意 思 が 認 め ら れ な い た め 、､ 稼 働 能 力 を 活 用 し て い る と は い え ず 、 保 護 の 要 件

Ｉ
’Ｉ
．　・　　・　　　　ａ

ｌ’ ●　・　¶Ｉｒ　　
Ｔ　　　　　　　　 ゛　　　　　　　　　　　 ．･ ．Ｉ　　Ｉ　Ｉ　 ‘　　　－　゜

、．　　　　　　
’．：　Ｉ

∧　 ／ﾉ を 欠 く ．　　　　 十 ＼ 卜 Ｉ　　　　　　 匸　　　　 ダ ニ　　　　　　　
‥‥ ‥　　.

ま た 、 保 護 申 請 時 の 請 求 大 の 健 康 状 態 な ど か ら は 、 急 迫 し た 状 況 と は 認 め ら れ な い ノ

＞- ＼ （3 匚 原 処 分 に つ い て　　 ＼　 レ　　　　　　　　 ヘ　　　 ご　･.･･･.　　　　　　　.･.･

ア　 稼 働 能 力 を 活 用 し て い る か 否 か の 判 断 につ い て で あ る が 、前 記(D の ア な い し ウ に よ れ ば 、生

I活 保 護 の 申 請 を 受 け 付 け た 段 階 で 、 当 該 申 請 者 が 稼 働 能 力 を 活 用 す る こ と が 必 要 と 考 え ら れ る

場 合 は 、ま ず 当 該 者 に 稼 働 能 力 が あ る か 否 か を 判 断 し な け れ ば な ら な い 。そ の 際 の 判 断 基 準 は 、

前 記(1) の ウ の ① の と お りで あ る 。ヽ そ の 基 準 に よ う て; 稼 働 能 力 が あ る と 判 断 で き て 初 め てi 当

該 者 に 対 しi 稼 働 能 力 の 活 用 を 指 導 す る こ と が で き る 。　 ＼　 フ　　　　 上

し か し 、 処 分 庁 か ら 提 出 さ れ た 資 料 に よ る と 、 処 分 庁 が 請 求 人 か ら 本 件 申 請 を 受 け 付 け た あ

、　　　　 丶　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｌ
・ と 、 求 職 活 動 を 行 う よ う 指 導 す る まで の 間 に 、 稼 働 能 力 が あ る か 否 か に つ い て 判 断 し た 事 実 は

Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●
み ら れ な い 。 前 記(1) の ウ の ② の と お り 、稼 働 能 力 を 活 用 す る 意 思 が あ る か 否 か の 評 価 は 、稼 働

能 力 が あ る か 否 か の 評 価 を 前 提 と し て い る こ と か ら 、 稼 働 能 力 を 活 用 す る 意 思 が あ る か 否 か を

評 価 す る 上 で の 根 拠 が な い こ と と な り 、 稼 働 能 力 を 活 用 す る 意 思 が 認 め ら れ な い と し た 処 分 庁

の 判 断 は 、 そ の 前 提 を 欠 い て い る 。　　　　　　　　　　　　 、　　　　　　　　 ：

３
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イ　 保護 申請時の助言指導に当たって、保護の実施機関は、前記 川 のエのとおり 、保護の受給要

件等について 十分説明の 上適切な指導を行うことが 求められている。また、法第２７条に基づ

く指導指示書 には、指導指示に従わないときは、保 護の変更、停止又は保護が廃止されること

がある旨を記載 することとされて いる( 生活保護行政を適正に運営す るた めの手引き( 平成

１８年｡3 月３０日社援保発第0330001 号厚生労働省社会・援護局保護課長通知) ｎの１の(2) の

ウ)。以 上のことからすると､保護申請時に保護の受給要件等に関する指導を行うに当たっては、

指導に従わず受給要件を満たしていないと判断される場合、申請を却下することもあり得ると

説明した上で 指導を行うことが必要であると解すべきである。

処分 庁から提出された資料によると、処分庁は、請求人から保護の申請を受け た後、 同人に

対して 求職活動を行うよう たびたび指導している。しかし、平成２０年１２月１９日まで、真

摯に求職活動を行っていないと処分庁が判断した場合、保護の決定においてどのような 影響が

あるか について請求人に説明した事実は認められない。そうすると、請求人が、求職活動につ

いて、そ れをしないことによって保護 の申請が却下されることもあり得ると認識するこ､とは不

可能で あり、処分庁の指導は適切なものとはいえない。

¶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　=1また、前記１の(6) のとおり、同月１９日になって初めて保護申請の却下もあり得る旨を説明

したのであれば、請求人は、保護申請時に手持ち金がほとんどなく、社協からの貸付金の受取

りがヽ
㎜ に

・
ヽ
㎜ に

・
であることヽその後その貸付金を衵用してヽ

ｎＥＨ。　 こ行き求職活動を行っていることなどを考慮するとヽ同月２９日

の時点で一度しか求職活動を行っていないことをもって、真摯に求職活動を行っていないと判

断し、稼働能力を活用する意思が認められないとした処分庁の主張は採ることはできない。

よって、主文のとおり裁決する。

平成２２年１月２８日

４

北海道知事　　高　槁　は


